
 

 

  

対象世帯 ※以下の全てを満たす世帯が対象となります。 

□ 品川区内に住民登録がある世帯 

□ 住民税非課税世帯（生活保護受給世帯を含む）  

□ 自宅にエアコンが１台もない世帯  
※エアコンが故障している場合にも、助成対象となる場合があります。 

 助成内容 

助成額：最大１００ ,０００円 

□ 本体代や工事費等  

□ １世帯あたり１台まで 

受付期間 

令和８年５月１日（金） 
～ 

令和８年７月３１日（金） 
 
 

問い合わせ先 

品川区 福祉部 生活福祉課 エアコン助成担当 

〒140-8715 品川区広町 2-1-36 

TE L：03-5742-3848 

FAX：03-5742-6798      
区ホームページはこちら▶ 

 

※店舗では、助成額を差し引いた金額でエアコンを購入できます。 

エアコン助成事業のご案内 
エアコン未設置の住民税非課税世帯等を対象に 

購入・設置費用を助成します。 
 

手続きの流れは、裏面をご覧ください。 

※予算に達し次第終了いたします。 

 

対象外：保証料・消耗品代  

令和８年４月  



 

 

 

◇申込み 

窓口・電話・電子申請にて受け付けます。 

賃貸物件にお住まいの方は、設置の可否を貸主にご相談ください。 

生活保護受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。 

 

 

◇結果通知  

◇エアコン購入  
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 ご自宅にうかがい、助成の対象となるか調査します。 
 

 

品川区 福祉部 生活福祉課 エアコン助成担当 

〒140-8715 品川区広町 2-1-36 

T E L：03-5742-3848 

FAX：03-5742-6798     
電子申請はこちらから▶ 

審査結果を記載した通知書をご自宅に郵送します。 

※通知書が届くまではエアコンを購入できません。 

通知書を指定の店舗に持参し、エアコンを購入してください。 

店舗では、助成額を差し引いた金額でエアコンを購入できます。  

差額分のお支払いが必要となる場合があります。 

助成にあたっては審査があります。 

助成決定前に購入したエアコンは助成対象外となります。 

 

 

※指定の店舗については、別途お知らせします。  

※助成については、店舗ではなく区役所へお問い合わせください。  

令和８年７月３１日（金）まで 

 令和８年８月１４日（金）まで 

 令和８年８月３１日（月）まで 

◇訪問調査  

～手続きの流れ～  


